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衆
議
院
議
員
海
江
田
万
里
君
提
出
奨
学
金
制
度
拡
充
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

給
付
型
奨
学
金
制
度
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
一
年
十
月
に
予
定
さ
れ
て
い
る
消
費
税
率
十
パ
ー
セ
ン
ト
へ
の
引
上
げ
を

前
提
と
し
て
、
平
成
三
十
二
年
四
月
か
ら
、
学
生
生
活
を
送
る
た
め
に
必
要
な
生
活
費
で
あ
っ
て
他
の
学
生
と
の
公
平
性
の

観
点
も
踏
ま
え
社
会
通
念
上
相
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
が
賄
え
る
よ
う
支
給
額
を
大
幅
に
増
や
す
と
と
も
に
、
真
に
支
援
が

必
要
な
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
意
欲
あ
る
子
供
た
ち
に
支
給
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
ほ
か
、
住
民
税
非
課
税
世
帯
に
準
ず
る

世
帯
の
子
供
た
ち
に
つ
い
て
も
、
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
子
供
た
ち
に
対
す
る
支
援
措
置
に
準
じ
た
支
援
を
段
階
的
に
行
う

こ
と
と
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
利
子
補
給
方
式
を
活
用
し
」
た
「
有
利
子
奨
学
金
の
無
利
子
化
」
に
つ
い
て
は
、
将
来
的
に
金
利
が
上
昇
し

た
場
合
に
は
国
の
財
政
支
出
が
増
加
す
る
等
の
課
題
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
導
入
を
新
た
に
検
討
す
る
こ
と
は
考
え
て
い

な
い
。

三
に
つ
い
て

一



平
成
二
十
九
年
四
月
か
ら
導
入
さ
れ
た
所
得
連
動
返
還
方
式
（
以
下
「
本
方
式
」
と
い
う
。
）
は
、
文
部
科
学
省
の
「
所

得
連
動
返
還
型
奨
学
金
制
度
有
識
者
会
議
」
に
お
い
て
平
成
二
十
八
年
九
月
に
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
「
新
た
な
所
得
連
動
返

還
型
奨
学
金
制
度
の
創
設
に
つ
い
て
（
審
議
ま
と
め
）
」
（
以
下
「
審
議
ま
と
め
」
と
い
う
。
）
を
踏
ま
え
て
設
け
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
。
本
方
式
に
つ
い
て
は
、
審
議
ま
と
め
の
「
四
�
新
た
な
所
得
連
動
返
還
型
奨
学
金
制
度
の
設
計
」
の
「
（
五
）

所
得
に
応
じ
た
返
還
額
の
設
定
及
び
返
還
を
開
始
す
る
所
得
額
」
に
お
い
て
「
年
収
三
百
万
円
か
ら
返
還
開
始
す
る
条
件
で

は
、
所
得
に
か
か
わ
ら
ず
最
低
二
千
円
を
返
還
す
る
条
件
と
比
較
し
て
、
回
収
額
が
著
し
く
低
減
（
約
千
二
百
億
円
）
す
る

こ
と
が
予
測
さ
れ
た
。
・
・
・
返
還
金
に
よ
り
次
の
世
代
の
学
生
等
へ
の
貸
与
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
奨
学
金
制
度
全
体

を
維
持
す
る
観
点
か
ら
、
新
制
度
で
は
所
得
に
か
か
わ
ら
ず
返
還
を
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。
」
と
の
指
摘

が
な
さ
れ
た
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
お
尋
ね
の
「
一
定
の
所
得
に
達
す
る
ま
で
は
返
還
を
免
除
す
る
閾
値
の
設
定
」
は
行
っ
て

い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
、
審
議
ま
と
め
の
「
四
�
新
た
な
所
得
連
動
返
還
型
奨
学
金
制
度
の
設
計
」
の
「
（
九
）
返

還
期
間
」
に
お
い
て
「
返
還
期
間
に
つ
い
て
は
、
・
・
・
返
還
完
了
又
は
返
還
不
能
と
な
る
ま
で
と
し
た
場
合
の
方
が
、
・

・
・
三
十
五
年
間
又
は
・
・
・
六
十
五
歳
ま
で
で
そ
の
後
の
返
還
を
免
除
す
る
と
し
た
場
合
と
比
較
し
て
、
回
収
額
が
多
く

確
保
さ
れ
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
た
。
現
行
制
度
に
お
い
て
も
、
年
限
や
年
齢
に
よ
っ
て
返
還
途
中
で
返
還
を
免
除
す
る
仕
組

二



み
は
設
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
返
還
免
除
を
行
う
た
め
に
は
法
律
改
正
が
必
要
と
な
る
こ
と
か
ら
、
平
成
二
十
九
年
度
か
ら
の

導
入
は
困
難
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
新
所
得
連
動
返
還
型
奨
学
金
制
度
に
お
い
て
も
、
現
行
と
同
様
に
、
返
還
期
間
は
返
還

完
了
ま
で
又
は
本
人
が
死
亡
又
は
障
害
等
に
よ
り
返
還
不
能
と
な
る
ま
で
と
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。
」
と
の
指
摘
が
な

さ
れ
た
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
お
尋
ね
の
「
一
定
の
返
還
期
間
を
過
ぎ
た
債
権
の
返
還
免
除
制
度
」
を
設
け
て
い
な
い
と
こ
ろ

で
あ
っ
て
、
御
指
摘
の
よ
う
な
「
制
度
上
の
欠
陥
」
が
あ
る
も
の
と
は
認
識
し
て
い
な
い
。

三


